
平成１９年度事業計画

１ 事業方針

県内市町村農業委員会事務局職員の資質の向上と所掌事務の効率化を期し、

会員相互の研鑽と親睦を図り、農業委員会の公正かつ円滑な事業推進に資する

ために次の諸事業を行う。

２ 事業計画

（１）会議の開催

ァ 総会

総会は年１回開催し、事業計画、収支予算を決定するほか、本年度の主

要事項並びに前年度の事業報告、収支決算の承認を求める。

ィ 理事・監事会

本研究会の円滑な運営を推進するため、理事会、監事会を開催し、必要

に応じて会長・副会長会議を開催する。

（２）中日本ブロック農業委員会職員現地研究会の開催

全国農業委員会職員協議会とともに「中日本ブロック農業委員会職員現地

研究会」を開催する。本年度は11月6～7日、幡豆郡幡豆町にて開催予定。

（３）全国農業委員会職員協議会との連携強化

全国農業委員会職員協議会の総会への出席及び農業委員会予算対策運動を

展開する。

（４）職員研修会の開催

農業委員会業務及び農業委員会活動を中心課題とした研修会を開催する。

（５）農地法等関係申請用紙等の共同印刷

（６）農業委員会職員等名簿の作成

（７）情報活動の推進

農業委員会等の系統事業の円滑な浸透を図るため、以下のことについて全

農業委員会の活動を促進するとともに、農業・農政各事業に関係する各界の

指導層はもちろん一般農家への普及に努める。

ァ 全国農業新聞の普及拡大

ィ 全国農業会議所が発行する図書（全国農業図書）の普及拡大

（８）その他

以上の諸活動を実施するために必要な諸活動を行う。


